
起業支援金とは 
「やまなし地域課題解決型起業支援金」は、 
地域の課題解決を目的としてイノベーション
（新しい考え方や手法を取り入れて、地域に新
たな価値を生み出す）を伴う事業で起業する方
のための補助金事業です。 
起業支援金を交付すると共に、事業の立ち上げ
に係り専門家等が伴走支援を行い、あなたの起
業を応援します。 

地域課題を解決する社会的事業であることに加
え、以下に当てはまる事業は優先的に採択致し
ます。 

1. 「リニアやまなしビジョン」に掲げる分野の事業 

2. 先進的かつ革新的な技術を活用した事業 

3. アフターコロナを見据えた持続可能性の高い事業 

スケジュール（第2回公募） 

令和2年 
‣ 7月27日-8月25日　公募 

‣ 8月3日　　オンライン説明会＠Zoom 

‣ 8月中旬～下旬　オンライン個別相談会＠Zoom 

‣ 9月11日　　ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ審査（書類審査通過者のみ） 

‣ 9月中旬～下旬　　交付決定 

‣ 12月29日　  事業完了 

オンライン説明会 
日時 2020年8月3日 18:00-19:00 

会場 オンラインにて（招待制） 

お申込み ウェブサイトにて受付 

www.sterra.jp
詳細は裏面にてご確認ください→

事務局：一般社団法人Mt.Fujiイノベーションエンジン

～山梨で起業する方を全力で応援します！～
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令和2年度　第2回公募

～令和2年度やまなし地域課題解決型起業支援金～

最大補助額 
200万円！ 
※対象経費の2分の1以内



お問合せ・事務局 

一般社団法人Mt.Fujiイノベーションエンジン 

400-0031　山梨県甲府市丸の内1-16-13　ヤマサビル4F 

Phone　080-3176-3153 （受付時間　平日9:30-12:00, 13:00-17:30） 

Email　post@sterra.jp　　Website　https://www.sterra.jp/ 

※当団体は山梨県からの指定を受けた起業支援金の事務局です。

事業の概要 

• 本事業の対象者は、山梨県の地域課題を解決するために、第1回公募開始日
（2020年5月18日）以降事業完了日（2020年12月29日）までに山梨県内で新
しく起業（個人事業開業または法人設立）される方です。 

• 現在山梨県に居住している、または事業完了日までに山梨県に居住する予定
であることなど、応募条件があります。 

• 起業に必要な経費の一部として起業支援金を交付します。また、事業立ち上げ
に関する伴走支援（専門家との面談等）を行います。 

• 補助対象期間は交付決定日～2020年12月29日まで補助率は1/2以内、補助限
度額は2,000千円です。 

• 補助対象経費は人件費、店舗・事務所等賃借料、設備費、原材料費、旅費、
知的財産権等関連経費、外注費、広報費などです。 

• 補助事業者は原則として山梨県が開催する起業創業イベント Mt.Fujiイノベー
ションキャンプに参加いただきます。 

※詳しくはウェブサイトをご覧ください。

Q&A 
Q1. すでに開業（開業届提出済み、法人設立済み）していますが、今回の対象になりますか？ 

→既に開業をされている方でも、既存事業とは異なる新たな事業のために個人事業開業または法人設立をされる場合
は対象になります。 

Q2. 会社設立や個人事業主の届出を行ったら補助事業は終了ですか？ 

→いいえ。本起業支援金の目的は、地域の課題を解決する社会的事業を実施することであるため、事業期間内に実際
に事業を実施、または実施に向けた準備を行っていただく必要があります。 

Q3.採択予定数は何件ですか？ 

→第2回公募は5件程度の採択を予定しています。書類審査及びプレゼンテーション審査により決定します。 

Q4. 補助金を事業開始時に概算払いしてもらうことはできますか？ 

→いいえ、概算払いは実施しておりません。事業終了後に完了検査を経た上で、精算払いによりお支払いします。

※上図は昨年度のキャンプの様子とチラシ

↑起業支援金ご案内ページへアクセス
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